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１【提出理由】

　当社は、2025年12月４日開催の取締役会において、当社の在米完全子会社であるTHE SEVEN US,INC.への追加出資を

決議いたしました。これにより、同社は当社の特定子会社に該当することになるため、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま

す。

 

２【報告内容】

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

①　名称　　　　　　THE SEVEN US,INC.

②　住所　　　　　　11300 W Olympic Blvd. Suite 700, Los Angeles, CA 90064

③　代表者の氏名　　Chief Executive Officer　　瀬戸口　克陽

④　資本金の額　　　追加出資前：　　　1,000米ドル（約15万6,000円）

追加出資後：180,000,000米ドル（約282億円）（注）

⑤　事業の内容　　　映像製作、エンターテイメント事業及びイベント、番組等販売事業

（注）　１米ドル＝156.63円（11月末時点）で換算しております。

 

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：　　　1個

異動後：180,000個

 

②　総株主等の議決権に対する割合

異動前：100％

異動後：100％

 

(3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由　：当社の在米完全子会社であるTHE SEVEN US,INC.に対し、海外におけるコンテンツ開発とビジネ

ス展開の更なる拡大等のための必要資金確保を目的とした追加出資を決議したためであります。

本追加出資により、当該子会社の資本金の総額が当社の資本金の100分の10以上に相当すること

から、当該子会社が当社の特定子会社に該当することになるためであります。

 

②　異動の年月日：2026年１月上旬（予定）
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